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（４） 総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経 

験」の欠格に該当しないこと。 

（５） 平成２３年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、SRC造、RC造又は S造で、

学校、教育・研究・実験施設、病院、屋内体育館、若しくは国、特殊法人等（※）、地方公

共団体が発注の新営又は改修機械設備工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。）。 

  （※）「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第二条に定める特殊法人等」 

   ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち１者が

上記の施工実績を有すること。 

（６）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 

（当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。） 

①  ２級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、

「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 

 ・同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者 

② 平成２３年度以降に、完成・引渡しが完了した上記４（５）に掲げる工事を施工した

経験を有する者であること。(従事期間については全体工期が 1年未満の工事は工期の半

分以上、全体工期が１年以上の工事は６ヶ月を必要従事期間とする。)（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。）。 

ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、１者の主任技術者又は監理技術者が

同種工事の経験を有していればよい。 

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者で

あること。 

④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要 

であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなさ 

れない場合は入札に参加できないことがある。 

⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者について 

も、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。 

⑥ 本工事において、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者 

（以下、「特例監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（イ）～（チ）の要件 

を全て満たさなければならない。 

（イ） 建設業法第２６条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下、 

「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。 

（ロ） 監理技術者補佐は、建設工事の種類に応じた、一級施工管理技士補若しくは一

級施工管理技士等の国家資格者、又は学歴や実務経験により監理技術者の資格を

有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく

技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 

（ハ） 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

（ニ） 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件まで 

とする（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約

工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対

象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が

随意契約により締結される場合に限る）については、これら複数の工事を一の工

事とみなす）。 

（ホ） 特例監理技術者が兼務できる工事は、公共工事であり、宮崎県内の工事（２件

まで）でなければならない。 

（へ）特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工

程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。 

（ト）特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。  
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